
 

 

 

 東京都後期高齢者医療広域連合 

第２期広域計画の一部見直し及び更新について 

 

 

１ 地方自治法における広域計画について 

広域計画は、地方自治法第 291条の７に基づき作成することとなっており、現在の

東京都後期高齢者医療広域連合第２期広域計画は、令和９年度までの計画となってい

ます。 

また、広域計画を変更する場合は、広域連合の議会の議決を経なければならないと

されています（同条第 3項）。 

  なお、東京都後期高齢者医療広域連合第２期広域計画（以下「広域計画」という。）

の趣旨、目標、基本方針等は、別添の P1をご参照ください。 

 

２ 今回の一部見直し及び更新の考え方について 

  広域計画の「７ 広域連合及び区市町村が行う事務事業と役割分担」に具体的な事

務の内容が記載されていますが、今般の、マイナンバーカードと被保険者証（健康保

険証）の一体化に係る制度改正に伴い、役割分担の表中にある「被保険者証」や「短

期被保険者証」の記述について見直しを行う必要が生じました。 

あわせて、「５ 後期高齢者医療の現状と将来推計」に記載されたデータが、第２期

計画の策定時（平成 30年度）のものであるため、その時点更新を行い、さらに、 

「６ 後期高齢者医療の課題と第２期広域計画における施策の方向性」について、本

年４月に当広域連合が策定した「第４期東京都後期高齢者医療広域連合高齢者保健事

業実施計画（データヘルス計画）」などに照らし、更新を行います。 

 

３ 一部見直し及び更新の概要 

（１）被保険者証廃止に伴う記述の見直し 

   広域計画Ｐ29 

「７ 広域連合及び区市町村が行う事務事業と役割分担」の表中 

   「被保険者証」の記載を「資格確認書等」に変更 

「短期被保険者証の発行」を削除 
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（２）記載内容の更新 

   広域計画 P10～15、P16、P19、P22 

「５ 後期高齢者医療の現状と将来推計」のデータについて時点更新 

   広域計画 P23～28 

   「６ 後期高齢者医療の課題と第２期広域計画における施策の方向性」について 

   第４期データヘルス計画などに照らし更新 

 

４ 広域計画の一部見直し及び更新案 

  別添「東京都後期高齢者医療広域連合第２期広域計画」のとおり 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年９月３日  第１回運営会議（広域計画一部見直し及び更新案について 

審議依頼及び意見聴取） 

  令和６年１０月   市区町村部課長会 

            第２回東京都後期高齢者医療広域連合協議会幹事会 

第２回東京都広域高齢者医療広域連合協議会 

  令和６年１１月   パブリックコメント実施 

  令和６年１２月   第２回運営会議 

            （広域計画一部見直し及び更新案に対する提言） 

  令和７年１月    第３回東京都後期高齢者医療広域連合協議会幹事会 

第３回東京都後期高齢者医療広域連合協議会 

  令和７年１月２９日 令和７年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会 

            （広域計画の一部見直し及び更新案の議決） 

  令和７年３月    第３回運営会議（議決後の報告） 

 

 

 

 


